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提 にした 市場流 通構 造では､ 実 際の 製品

が その国に輸 入される段階 で当該 国の知

的 財産を 侵害しない かどうかをチェックす

ればよい 仕 組 みがある程度 構築されてい

た。し かし、税関 のない インターネットとい

うインフラ上を流 れる情報 は、国を 選ぶこ

となく全 世界のインターネットユーザーに受

信される。

少し前 の 事件 ではあるが､ 他国 からの

インターネット配 信ビジネスが受 信 国での

商 標権 を侵害 するか 否かというまさにイン

ターネットならではの事 件を紹 介しよう。

● プ レ イメ ン 事 件

被 告 の チャックルベ リー 社 は1979 年 に 同

被 告 の タティロ社(Tatillo Editrice) からイタ

リアの 男 性 向 け 雑 誌プ レ イメンの 米 国 にお

け る 出 版 独 占 ライセンスを受 け た。し かし 、

1981 年 に 米 国 にお い て プ レイボ ーイ社 より

商 標 権 侵 害 で 提 訴 され､ プ レイメン出 版 の

差 止 判 決 を受 け これ が 確 定し た。

そ の 後 、チ ャックル ベ リー 社 お よび 夕

ティロ 杜 は 米 国 か ら撤 退し た が､ 最 近 の イ

ンター ネットブ ームに 載 って タティロ 社 は イ

タリア で Ｗ Ｗ Ｗ サ ー バ ーを 開 設し 、全 世 界

に 対して アダ ルト画 像 デ ー タの 提 供 を開 始

し た 。

そ の 内 容 は 、比 較 的 露 骨 で ない 画 像 を

加 入 料 金 なしで 閲 覧 可 能 にして 会 員 を 勧誘

す るとともに 、有 料 の 会 貝 に 対して は ユ ー

ザ ー名 と パ スワ ード とを 発 行 してさらに 露 骨

な 画 像 を閲 覧 さ せ るというもの であ った 。

タテ ィロ の サ ー バ ー に あ るこ の ホ ー ム

ペ ージ には 、"Playmen.it" の ロゴ が 表 示 さ

れ 、プ レ イメン の 名 の もとに この 画 像 閲 覧

サ ービ ス が 行 わ れ て い た 。

プ レ イボ ーイ社 は 、タティロ 社 が プ レ イメ

ンの 名 称 を 用 い て イタリア から インター ネッ

トサ イトを 操 作 す ることで( 米 国 民 に 画 像

デ ー タを 提 供 す る行 為 は)  1981 年 の 裁 判

所 の 差 止 命 令 に 違 反し たと主 張 して 裁 判

所 侮 辱 の 認 定 を要 求 し た 。

こ の ような サ ービ ス 形 態 で の デ ータの 閲

覧 が 米 国 内 にお け る｢ 頒 布｣(distribution)

に 該 当 す るか 否 か とい う点 が 重 要 で あ る。

タティロ 社 は､｢ 画 像 デ ー タは イタリアに あ る

サ ーバ ーに 単 に( た また ま) 掲 載 されて い る

に す ぎず､ 米 国 顧 客 が 加 入 申し 込 みをし て

当 該 画 像 デ ー タを閲 覧 で きる の は､ あ た か

も米 国 か らイタリアに 飛 行 機 に 載 って 雑 誌

を買 い に 来る のと 同 様 で あり、この 行 為 は

イタリア 法 に より合 法 で あ り、米 国 の 差 止 請

求 により排 除 され ない｣ として 米 国 内 で の 頒

布 を 否 定 した 。

し かし 、裁 判 所 は インター ネットの 技 術 に

つ い て 特 別 の 保 護 の 必 要 性 を肯 定し つ つ

も、知 的 財 産 権 の 裏 を かくような 行 為 は 許

され るべ きで は ない とし た 。タティロ 社 は 積

極 的 に 米 国 の 顧 客 に 対して インター ネット利

用 を 勧 誘 し 、加 入 見 込 者 が 所 定 の 申 込 用

紙 をタティロ 者 にファクシミリで 送 信 す ると、

電 子 メー ルで パ スワードとユ ーザ ー名 とを受

け 取 ることが で きるように なって おり、イタリ

ア の Ｗ Ｗ Ｗ サ ー バ ーに アクセ スしてこ の パ

スワードとユ ー ザ ー 名とを入 力 す ることで 会

員し か 見 ることの で きない 画 像 を 閲 覧 し た

りダ ウンロ ードした りできるようになって いる。

これらの 行 為 は 米 国にお け る頒 布 に 該 当 す

ると判 断し た 。

そして､ イン ター ネットの 特 殊 性 と 知 的 財

産 の 属 地 主 義 を 考 慮 しつ つ｢ イタリア の 顧

客 が 米 国 に 移 動 し た 場 合 に は 当 該 プ レ イ

メン サ イトヘ の アクセ スは 維 持 す ることが で

きるが､ タティロ 社 は 米 国 に 居 住 す る 顧 客

はじ め に

インターネットが 標準的 な通信 インフラに

なるにしたがって､ インターネット特 有 の知

的 財産 問題 もいくつか 発生してきた。ここ

2～3 年 の 間 に 問題 になっているド メイン

ネーム問題もその1 つだった。しかし、ドメ

インネーム問題は、米 国のＩＣＡＮＮが 管理

するドメイン自 由 市場 政 策 下で の 紛争 解

決 機関 に 委ねられていくことになり、既 存

の商 標を考慮したドメイン付与 前 の調整は

もはや難しい 状況となったように思う。ドメ

インネーム問 題の 経緯 は昨 年(98 年) のイ

ンターネット白 書 で報 告 済 みであり、その

後 の米国 主導による昨年 の状 況は 本書の

別の章で 説明されているの で､ 今 回は、ド

メインネーム問 題を離 れて､ 注目 すべ き越

境 データによる商標権 侵害事 例と､ 最近の

インターネット特 許事件について 紹介する。

越 境 デ ー タ の 知 的 財 産 権 侵 害

インターネットは国 境 のない 世 界である

のに対して､ 現 実の 知的 財 産は 各国 の法

制 度によりその保護対 象や保 護方法も異な

る。たとえば、日 本では 特許を受けられる

発 明が 他の 国では特 許を受 けられないこ

ともある。同 様に､ 米国 で正 規に登録 され

た商 標が 日 本で は拒 絶されるヶ－ スもあ

る。この結果､ 同 一または類 似商標が 国に

よって権利 者が 異なることも有り得る。

従来 の船や 飛 行機による輸 送媒体 を前

プレイメン事件では商標の問題が問われた。米国では違法、イタリアでは

無罪。ではインターネット上では？
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からの加 入を受け 付けるこを差し控 えなけ

れば ならない｣ と判示した。

タティロ 社が その 後この 命 令に 従 わな

かった場 合には米 国の司法 当局は イタリア

の サーバ ーを実 際に差し止 めることができ

るのか 否かについては｢ 単にその 製品が禁

止されている一 国からも接続可 能であると

いう理 由だけで サイトの 運営を禁止 するこ

とはできない。このような判断をすることは

裁判所が 全世 界の ＷＷＷ上 のすべての情

報提 供者に対して管轄 権を主 張することに

なってしまう｣として 判断していない。

今回 米 国の 裁判 所 は、具 体 的に イタリ

アのサーバーを 差し止 めることまでは 判断

しなかった が 、イタリアのプ レ イメンサ ー

バーは自主 的この判 決後 に海 外からの ア

クセスに対して閲 覧が できない 措 置をとっ

たようだ。しかしもし、判 決後も米 国からの

アクセスが可 能 な状態 を維 持しつ づけ た

らどうなってい ただろう。

この 事 件 は 、今 後、こ の種 の インター

ネット上 での 商 標権 侵 害はどの 国 の法 律

に基づいて判断すればよいのか(準拠法)、

どの 国の 裁判 所が 管轄 するの か( 裁判 管

轄 権) 、他 の 国 の 判 決 に 基 づ い て サ ー

バーを 差し 止 めることができるの か( 外 国

判決の 承認･ 執 行)という国際 私 法上の 問

題が 浮上させるきっかけとなったと言える

だろう。(なお、和解 が成 立したためだと思

われるが､ 現在 イタリアのプレイメンサイト

は再 開されている)

インターネット上の特許問題

● フリ ー ニ イ特 許 事 件

1998 年5 月 に､ 全 米 の インター ネットで の

オンラインビ ジ ネス運 営 会 社 をとりあ え ず 一一

安 心 さ せ る裁 判 所 の 決 定 が なされ た。

ことの 発 端 は 、ネットワ ー クで の ダ ウ ン

ロ ードビ ジ ネス の 基 本 特 許 を 取 得 し たＥ-

Data Corp.  (以 下 、Ｅ デ ー タ社) が ネット

ワ ークで 電 子 商 取 引 を 行 っ てい る 数 子 の

会 社 に 警 告 書 を 送りつ け､ さらに30 以 上 の

会 社 を 特 許 権 侵 害 として 提 訴し たことに 始

まる。

こ の 特 許は フリーニ イ特 許(Freeny:USP

4.528,643)と呼 ば れ､ こ の 特 許 の 権 利 者 は 、

ネットワークを 通 じて ユ ーザ ーの ハ ード デ ィ

スクなど にソフトウェ アや 音 楽 デ ー タをダウ

ンロ ード させる 行 為 の 全 てが 侵 害 に 該 当 す

ると主 張して い たもの で ある 。

結 論 として は 、裁 判 所 は 、こ の 特 許 の 特

許 明 細 書 の 不 備 を 指 摘 して､ Ｅデ ータ社 が

主 張 して い るほど 広 範 か つ 強 い 権 利 で は

な い とし たもの であ る。 結 局 、裁 判 所 は 明

細 書 に イン ター ネットのようなリアル タイム ダ

ウンロ ードも想 定し た ような 実 施 例 が 記 載

され てい なけ れ ば 広 範 は 権 利 は 認 め な い

とし た 。

● ステート ストリー クパン ク 事件

この事 件は、資 金価 値の変 動を計 算す

るシステムを請求した金融方 法についての

特 許佃SP 5.193,056)が有効 であるか 否か

が争 われた事例で､1998 年7 月に米 国のＣ

AFC( 連邦 巡11111X控訴 裁判所)はビジネス

方 法について権 利の 成 立性を認 めたこと

でセンセーショナルな話 題になった。

この 判決 の争点 はコンピュータを使った

金 融方 法( 一種 のビ ジネス方法) そ のもの

が特 許になるか 否かが 争 われ た事 例であ

る。従 来 からこ のようなビ ジネス方 法 で

あってもネットワークやコンピュータの 使い

方により特 許が 成立 する例はあったが､ こ

の 判決ではビジネス方 法そのものに、より

一歩 踏み込 んで特 許の成立 性を認めてい

るようである。

た だし、判 決のニュアンスでは、成立し

た特 許が 有効であるか 否か､ すなわち広

すぎる特 許といえるかどうかは､ 特 許の成

立性を問題 にす べきでなく、先 行技 術との

関係 、明細 書の 記載 程 度にしたがってそ

の広狭を判断すべきであると考える 余地を

残している。今後､ この 種のビ ジネス方法

につ いて特 許が 取得された 場 合には 、第

三 者はその 特許の権利を無効 にしたり､権

利範囲を縮小解 釈できるような資料を的確

に用意しておくことが特 許に対抗 するため

に重 要であると言えるだろう。

●日 本で のイン ター ネット 特許成 立事 例

い わゆるマピ オン特 許と呼ば れる｢ 広告

情 報の供給 方法およびその登録 方法｣( 特

許 第2756483 号) が知られて いる。こ れは

地 図 情 報 で 知 ら れ て い る マ ピ オ ン

(http:// ｗｗ ｗ.mapion. ｃ０.jｐ/) の イン ター

フェ ー スを 特 許 にし たもの で あ る。

この 特 許 の 要 点 は､『 インター ネット Ｌ で

広 告 を 出 し た い 者 は 広 告 情 報 を 入 力 す る

とともに 、地 図 上 で 位 置 を 指 定 して､ そ の

地 図 上 の 座 標 を 広 告 情 報 とリンクさせ る 。

そ して、広 告 を 見 たい 者( ユ ー ザ ー) に は 、

地 図 を 表 示 さ せ て さらに そ の 地 図 ｈの 前

記 指 定 位 置 に アイコン( 図 象 化し た 広 告 対

象 物) を 表 示 す る。そしてこ の アイコンが 選

択 され たときに はこ れとリンクされ た 広 告 情

報 を 読 み 出 して そ の 広 告 情 報 を ユ ー ザ ー

に 出 力( 表 示) す る 』 とい う非 常 に シ ンプ

ル なもの であ る 。

この 特 許 が 審 介 され る 過 程 で は 、い わ

ゆ る クリッカブ ル マ ップ に 関 す る 文 献 が 参

照 され て い る 。こ の ことは 、画 面 上 に 糊 こ

地 図 を 表 示 させ る クリッカブ ル マ ップ 技 術

に は 上 記 権 利 は 及 ば ない と考 えら れ ること

で あ る 。 一 方 、 地 図 を 表 示 さ せ て ユ ー

ザ ーに アイコンを 配 置 させ るような サ ービ ス

を 始 め たような 場 合 に は 上 記 特 許 権 の 侵

害 となる 可 能 性 が 高 くなってくる。

●まとめ

米 国では 前記 のステートストリートバンク

特 許などのようにサ ービ ス特 許の 成立性が

確 認され、日 本でもマピ オン特 許のような

特 許が 成立しはじめている。さらに､ ソフト

ウェ ア･ ネットワーク特 許に厳格 だったヨー

ロッパでも、昨 年7 月と今 年2 月 にソフトウ

ェ ア寄りの権 利 の成 立を認 める 審決が 出

ており、近 い将 来 、法 律改 正 により、プ ロ

グ ラムそ のもの の 特 許 を認 める 方 向 に

ある。

以上 のように､ 全 世界的 にネットワークや

ソフトウェ ア特 許 の 成 立性 の 基 準が 明ら

か に下 がってきている。このような 状況 の

中で､ ソフトウェ ア･ ネットワーク特 許の 成

立性そ のものの議 論はもはや過 去のものと

なり、むしろ 成立し た 権利 につ いて､ 先 行

技 術との 関係や 明細 書 の記 載程 度からみ

てどこまで 有効 かという点 で 議論する時 代

に 入ったと言えるだろう。

(松倉秀実　弁理士)
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